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分譲目的で土地建物を買い受けた不動産業

者が、本件土地に隣地所有者と共有共用の排

水管及び浄化槽が埋設されているとして、売

主に対して、瑕疵担保責任又は信義則上の告

知義務違反に基づく損害賠償を求めた事案に

おいて、売主の瑕疵担保責任が認定された事

例（東京地裁　平成16年10月28日判決　一部

認容 一部棄却 確定 判例時報1897号22頁）

１　事案の概要

不動産業者Ｘは、不動産業者Ｚの媒介によ

り、平成14年２月11日、売主Ｙとの間で、売

買代金7,200万円とする土地建物の売買契約

を締結し、Ｙに対し手付金200万円を支払っ

た。

売買契約書には、ＹはＸに本件土地建物を

現状有姿のまま引き渡すこと、Ｙは引渡し後

２カ月以内に発見された雨漏り、シロアリの

害、建物構造上主要な部位の木部の腐食、給

排水設備の故障の瑕疵についてのみ責任を負

うこと等が記載されていた。

また、重要事項説明書には、汚水は「個別

浄化槽」、「放流先―中心管」、「接面道路配管

無」、「私設管の有無　無」、「浄化槽の設置

可」、雑排水は「個別浄化槽」、「接面道路配

管　無」、「私設管の有無　無」と記載され、

物件状況等報告書には、配管等の状況として、

給水、ガス及び排水とも「第三者敷地の利用

知らない」、「第三者の配管埋設　知らない」

と記載されていた。

Ｘは、平成14年６月７日、残金7,000万円

を支払い、本件土地建物の引渡しを受けた。

しかし、その後Ｘが調査したところ、平成

14年６月中旬ころ、本件土地の中央部を横切

る形でＹの弟である隣地所有者ＡとＹの共有

共用の生活排水管が埋設され、また、隣地に

跨るような形でＡとＹの共有共用の浄化槽が

埋設されていることが発覚した。Ｘは、Ｙに

対し善処を求めたが、ＹとＡとの話合いは物

別れに終わった。

このため、Ｘは、本件土地を３分割して転

売するという当初の目的が達成できないと判

断し、Ｙに対し、本件売買契約を解除する旨

通知するとともに瑕疵担保責任又は債務不履

行責任を根拠に、①本件土地の分譲代金の下

落分（Ｘは、弁論準備手続において、本件売

買契約を解除する旨の意思表示を撤回し、Ｙ

は、それに同意した。）、②解約違約金（本件

土地建物の売買契約締結後、Ｘは第三者Ｂと

の間で建築条件付売買契約を締結したが、共

有共用の浄化槽が埋設されていることが発覚

したため合意解約した。）、③本件建物の火災

保険料（Ｘが本件売買契約解除により生じた

原状回復義務のために支出した。）、④銀行金

利負担分、⑤本件土地の固定資産税及び都市

計画税の損害賠償を求めて提訴した。

２　判決の要旨

これに対し裁判所は、以下のとおり判断し、

Ｘの請求を一部認容した。
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最近の判例から　 眤

隣地と共有共用の排水管等が埋設されていた土地の売買において、
特約を排除して売主の瑕疵担保責任が肯定された事例

（東京地判　平16・10・28 判時1897―22）
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盧 本件売買契約締結時において、本件土地

には中央部を横切る形でＹとＡの共有共用

の本件排水管が埋設され、隣地に跨る形で

共有共用の本件浄化槽が埋設されていた

が、地表面からそれらの存在を認識するこ

とはできず、重要事項説明書等にも本件排

水管等が共有共用であるとは記載されてお

らず、Ｚからもその旨の説明がなかったこ

とから、Ｘは本件排水管等が共有共用であ

ることを知らなかったこと、Ａは本件排水

管等の撤去に反対していたこと、その結果、

Ｘは当初の予定どおりに本件建物を解体し

本件土地を造成して分譲することができな

くなったことが認められ、本件排水管等の

存在は、民法570条にいう隠れた瑕疵に当

たる。

盪 本件売買契約書には、ＹがＸに本件土地

建物を現状有姿のまま引き渡すことを前提

に、Ｙが負う瑕疵担保責任を雨漏り等一定

の事由に限定する旨の特約が記載されてお

り、Ｙは、Ｘに対し、本件排水管等の存在

について瑕疵担保責任を負わない。しかし、

各事実を総合すると、Ｙは、少なくとも本

件浄化槽がＡとの共有共用であった事実を

知っていたと推認でき、それを本件売買契

約時にＸに告げなかったと認められるか

ら、Ｙは、本件特約によって瑕疵担保責任

を免れることはできない。

蘯 Ｘは、Ｙ及びＺから引渡しを受けるまで

現地に立ち入らないよう要請され、本件土

地の外部からの目測測量等しか行えなかっ

たこと、本件土地の周囲には最高で２ｍを

超える塀が存在し、外部から内部の状況を

詳細に把握することは困難な状況にあった

こと、本件排水管等は地中に埋設されてお

り容易に発見できる状態にはなかったこと

等が認められ、Ｘに本件排水管等の存在に

ついて過失があったということはできな

い。

盻 特定物の売主の瑕疵担保責任は、売買の

目的物に原始的な瑕疵が存在するため、売

買契約がその給付不能の範囲において無効

であることを前提とする法定の無過失責任

であるから、契約が有効であることを前提

とする債務不履行による損害賠償責任とは

異なり、その損害賠償の範囲は、目的物に

不完全な点がなかったならば買主が得たで

あろう利益（履行利益）を失ったことによ

る損害には及ばず、買主が目的物に不完全

な点があることを知ったならば被ることが

なかったであろう損害（信頼利益）に限ら

れ、民法416条（損害賠償の範囲）を準用

するのが相当である。

眈 そうすると、Ｘの被った損害は、Ｘの主

張する損害のうち、解約違約金と本件建物

の火災保険料を認めるのが相当である。

３　まとめ

本判決は、売買に係る土地に隣地所有者と

共有共用関係にある地中埋設物が存在してい

た場合において、買主には悪意も過失もない

ことから民法570条の隠れた瑕疵に当たると

認定し、売主が負う瑕疵担保責任を一定の事

由に限定する旨の特約があっても、売主が地

中埋設物の存在を知りながら買主に告げなか

ったとして、売主の瑕疵担保責任を認め、ま

た、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は

信頼利益に限られるとして、解約違約金と火

災保険料を認めたものである。実務上参考に

なる事例である。




